
7款　3項　3目

【会計】一般会計

7款：土木費　3項：都市計画費　3目：街路事業費

176

【予算額】

一般財源 国庫支出金 県支出金 地方債 その他特財

44,119千円

【事業の概要】

【予算額の節別内訳】

予算額

10 需用費

消耗品費 5千円

12 委託料

草刈委託料 3,311千円

調査委託料 330千円

分筆登記申請書作成委託料 565千円

14 工事請負費

施設等維持管理工事 17,798千円

16 公有財産購入費

都市計画道路用地購入費 8,610千円

21 補償補てん及び賠償金

家屋・工作物補償費 13,500千円

44,119千円計

事業の概要

＜市道Ⅰ-3号線(東側)＞　　委託：物件補償費算定(再算定)、登記　　工事：用地管理用防護柵設置　　用
地・補償：用地取得、物件補償　　その他：印紙
＜市道Ⅰ-3号線(西側)＞　　委託：草刈

令和3年度　当初予算要求事業内容説明書

第2章　人と自然が調和した安心して暮らせるまち（都市基盤・住環
境）

施策1　快適な道路の整備を推進します

事業 ３・４・５井野・酒々井線外１路線道路改良事業

担当所属 道路建設課

予算要求額
（財源内訳）

44,119千円

基本施策3　道路環境

事業の目的

市内を東西方向に通る本路線の整備により円滑な交通処理、良好な市街地環境の形成、災害時の防災性の
向上を図り、併せて佐倉市の東西方向の幹線道路である国道296号の慢性的交通渋滞の解消を図ります。ま
た、取得済用地の適正な管理により、害虫の発生の抑制や不審者対策に寄与します。

事業の効果

佐倉市と八千代市を結ぶ幹線道路として、社会経済活動の促進及び交通アクセスの充実、国道296号の交通
渋滞の解消につながります。また、災害発生時には、緊急輸送路（国道16号）と市内を結ぶ重要な幹線道路
の一つとなります。

節 説明

用地取得に係る印紙代

道路用地管理に係る草刈委託料（5,800㎡×2回/年）

用地取得に係る物件補償調査委託料

用地取得時の分筆登記（1筆）申請書作成に係る委託料

用地管理用防護柵設置に係る工事費

道路用地購入費（約145㎡）

用地取得に係る物件補償費（工作物・立木）



【活動指標・成果指標】　

道路用地買収面積 145㎡

整備延長       -

指標名 令和3年度計画値

事業実施内容 用地買収・補償


